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�愛媛県告示第４３７号
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成２０年愛媛県

条例第１５号）第９条第８項の規定に基づき、次のとおり特定希少野

生動植物の指定を解除する。

令和５年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４３８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市河中町乙５５の６、乙５７の４７から乙５７の４９まで

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第４３９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和５年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市菊間町西山４２０の１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第４４０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和５年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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正 誤
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種名（区分）

コガタノゲンゴロウ（昆虫類）

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
９６号

松山市二番町４丁目７番地２
松山市役所別館地下１階

松山市職員生活協同組合 松山市二番町４丁目７番地２
松山市役所別館地下１階

令和５年３月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第３９９号 令和５年４月１４日

令和５年４月１４日金曜日 第３９９号



愛 媛 県 報令和５年４月１４日 第３９９号

５２４
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�愛媛県告示第４４２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

令和５年４月１４日

愛媛県四国中央保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

丸住製紙株式会社

四国中央市川之江町８２６番地

代表取締役社長 星川 知之

２ 事業場の名称及び所在地

丸住製紙株式会社 大江工場

四国中央市川之江町４０８５番地

３ 特定施設に関する事項

� 大江 パルプ抄造設備（カミール）�２

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

大江 �１工業排水口

�愛媛県告示第４４１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

令和５年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

八第
２１号

西予市三瓶町朝立１番耕地３６０
番地１
西予市三瓶支所

指定金融機関
伊予銀行 三瓶支店

売りさばき人住所
西予市三瓶町朝立１番耕地３６０番地
１
西予市三瓶支所
売りさばき所
西予市三瓶町朝立１番耕地３６０番地
１
西予市三瓶支所

売りさばき人住所
西予市三瓶町朝立１番耕地５４８番地
６

売りさばき所
西予市三瓶町朝立１番耕地５４８番地
６

令和５年
４月１０日

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号チ 抄紙施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３００トン

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和５年５月２２日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和６年４月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和６年５月１日

特定施設の使用時間間隔 間欠運転

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ３３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．９

最大 ４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ２．２

ダイオキシ
ン 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきｐｇ－
ＴＥＱ）

通常 ０．３

最大 ０．７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ５．８～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５６．５

最大 ７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．００２

最大 １．０

ダイオキシ
ン 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきｐｇ－
ＴＥＱ）

通常 ０．３

最大 ０．７



愛 媛 県 報令和５年４月１４日 第３９９号

５２５

正 誤
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�愛媛県告示第４４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市小松町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和５年４月１４日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�正 誤

令和５年３月３１日付け第３９５号外１愛媛県条例第１８号（愛媛県県

税賦課徴収条例の一部を改正する条例）中

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３８，４９０

最大 １３８，４９０

備考 この他に、雨水及び清水排水口が２箇所、生活及び雨水排水口が３箇
所、雨水排水口が１３箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 昌 伸 西条市小松町新屋敷甲２５１３番地

〃 橋 本 頼 市 西条市小松町大頭甲２５４番地１

〃 玉 井 伸 一 西条市小松町明穂甲５３４番地

〃 茅 原 明 西条市小松町安井甲２１０番地

〃 佐 伯 信 男 西条市小松町妙口甲１３３５番地３

〃 塩 出 喜�馬 西条市小松町新屋敷甲６９０番地

〃 藤 井 武 彦 西条市小松町新屋敷甲１７８７番地

〃 真 鍋 猛 西条市小松町新屋敷甲７５４番地２

〃 伊 藤 篤 志 西条市小松町妙口甲１４８６番地２

〃 戸 田 武 西条市小松町北川１３６番地２

〃 渡 邊 彰 西条市小松町南川甲１１９番地２

監 事 瓜 守 慎 吾 西条市小松町新屋敷甲３０１６番地１０

〃 安 永 正 徳 西条市小松町妙口甲７６６番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 橋 本 頼 市 西条市小松町大頭甲２５４番地１

〃 伊 東 昌 伸 西条市小松町新屋敷甲２５１３番地

〃 佐 伯 基 西条市小松町妙口甲７６４番地１

〃 茅 原 明 西条市小松町安井甲２１０番地

〃 渡 部 功 西条市小松町明穂甲９３番地３

〃 塩 出 喜�馬 西条市小松町新屋敷甲６９０番地

〃 藤 井 武 彦 西条市小松町新屋敷甲１７８７番地

〃 真 鍋 猛 西条市小松町新屋敷甲７５４番地２

〃 伊 藤 篤 志 西条市小松町妙口甲１４８６番地２

〃 森 山 智 年 西条市小松町北川２８０番地２

〃 渡 邊 彰 西条市小松町南川甲１１９番地２

監 事 瓜 守 慎 吾 西条市小松町新屋敷甲３０１６番地１０

〃 別 宮 利 一 西条市小松町妙口甲３２６番地５

ページ 箇 所 誤 正

１３ 附則第２項
上から３行目 （令和５年法律第 号） （令和５年法律第１号）

令和５年４月１４日 発行


